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―認証登録にかかった費用の一部について助成金を得ることも可能ですー 

 

平成２９年度 二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金  

（中小事業者による排出量算定・排出量削減のための環境経営体制構築支援事業）  

エコアクション２１CO2削減プログラム補助事業 

（通称 Eco―CRIP 事業）（Eco-Action21 CO2 Reduction Initiative Program） 

 

中小事業者に環境経営の専門家を派遣して環境経営体制の構築支援を行う「中小事業者

による排出量算定・排出量削減のための環境経営体制構築支援事業」が６月１日より後述

内容により実施されています。  

 

1．目的. 

 「中小事業者による排出量算定・排出量削減のための環境経営体制構築支援事業」は、

環境管理手法のノウハウ等の不足により、組織的かつ計画的な低炭素活動が浸透していな

い中小事業者に対し、環境経営の専門家を派遣して環境経営体制の構築支援を行います。

これにより、持続可能な排出量削減活動を全社一丸となって取り組むことができる体制づ

くりを支援し、もって中小事業者の低炭素化を着実に進めることとされています。  

公募企業数は全国約３２０事業者程度とされています。  

 この事業では、環境経営の専門家が事業所へ直接５回赴き、事業特性や地域特性に応じ

たきめ細かい支援を行い、環境経営のノウハウが少ない中小事業者においても無理なく継

続的に取り組めるように支援し、こうした支援等に要する費用を補助します。また、温室

効果ガス排出削減のみならず地域事業者の経営力強化を図り、地域の環境保全と経済発展

にさらなる好循環を生み出すことも目的とされており、この事業により環境経営に取り組

む中小事業者の裾野が広がり、事業者にとってもエコアクション２１等のより効果が高い

環境マネジメントシステムの認証取得が容易となります。  

 

２．支援の内容. 

 エコアクション２１の審査人の中から選ばれた、省エネに関する知見やノウハウを持つ

環境経営の専門家（支援相談人）が、事業所等へ直接伺い、５回の取組支援を行います。 

取組にあたっては、環境省が策定した「エコアクション２１  CO2 削減プログラムの手引き

（2017 年度版）」に従い、支援相談人と一緒に進めます。参加いただく各事業者の状況に

５回の無料個別訪問を利用  

エコアクション２１の認証取得

で継続的な経費削減目指す  
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応じた方法を相談していただき、効果的かつ効率的に環境経営に取り組むことができます。 

 

 ５回の支援内容は、以下のとおりとなっていますが「エコアクション２１」に取り組ん

でいただければ、これらのステップを意識せずに、これらのステップをクリアーするとと

もに、環境マネジメントシステムが構築されます。（無理・無駄の排除、省エネの達成が出来

ます。） 

ご参考までに５つの手順（５回訪問時）、９ステップを記載いたします。  

手順 主な内容. 

１ 

ステップ１  環境負荷の費用を分析してみよう（電気料金の把握）  

ステップ２  電気を使っている場所と用途を把握しよう  

ステップ 3 CO2 の排出量を調べてみよう  

２ 
ステップ 4 取組内容と従業員全員の役割を決めよう  

ステップ 5 省エネの取組を始めよう 

３ 
ステップ 6 環境への取組の方針を決めよう  

ステップ 7 CO2 削減のための目標を決めよう  

4 ステップ 8 
取組の結果を評価し、問題点を明らかにし、必要な改善を

行おう 

５ ステップ 9 取組結果をまとめよう  

 

* 詳細は「エコアクション２１  CO2 削減プログラムの手引き（2016 年度版）」をご参照く

ださい。（http://www.ea21.jp/eco-crip-2016/pdf/eco-criptebiki2016.pdf） 

 

３．参加のメリット. 

実際に参加される事業者だけでなく、大企業のサプライチェーン管理や、金融機関、地

方自治体等の方等、多くの方にメリットがあります。  

 

事業者の主なメリット 

①【国からの助成】Eco－CRIP の支援に要する費用は、規定の要件を満たせば、国の助成

によって無料になります。また、 EMS（エコアクション２１）に取り

組み認証登録を受ければ認証・登録にかった費用の一部についても助

成があります。  

②【５つの手順】  Eco－CRIP は初めて環境経営に挑戦する中小事業者にも、無理なく取

り組める内容で構成されています。  

③【戸別訪問】 .  専門家による５回の支援を自社で直接受けることで、環境マネジメ

ントシステムの構築が、よりスムーズに進みます。  

④【成果の見える化】 CO2 排出量（省エネ）や経費削減等を、具体的に把握することができ

ます。  

⑤【成果の PR】  見える化の成果を環境報告書に取りまとめ、お客様・取引先へ PR で

http://www.ea21.jp/eco-crip-2016/pdf/eco-criptebiki2016.pdf
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きます。  

⑥【EMS 構築】  ステップアップし、エコアクション２１の認証・取得に利用できる。  

取引先企業のメリット例  

 〇サプライチェーン管理に活用することで、グループ企業の価値向上 .が図れます。  

  

金融機関  

 〇 取引先等の経営力強化に活用 .できます。 

  

自治体等  

 〇 地域の中小企業の CO2 削減取組を「見える化」. 

 〇 地域の環境保全と中小企業の活性化に活用 . 

   

４．募集について  

 

 （１）募集開始. 

   平成２９年６月１日（木）より始まっています。  

  

（２）参加事業者数  約３２０社程度（原則先着順）  

   ＊一定の条件があります。詳しくは下記（３）URL をご覧ください。  

 

（３）申込方法、申込み後の流れ、その他 . 

   ・下記 URL をご覧ください。  

   http://www.ea21.jp/eco-crip/index.html 

５．申込み・問合せ先等  

 

  （１）申込み、その他疑問点の問い合わせ先  

 

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆  

〒380-0936 

 長野市大字中御所字岡田１３１－１０  

 エコアクション 21 地域事務局 長野産環協（(一社）長野県産業環境保全協会 ) 

 電話 ０２６－２２８－５８８６   ＦＡＸ    ２２８－５８７２  

E-mail  ea21nasa@valley.ne.jp 担当者 平林 昭敏、古越  宣正 

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆  

  

＊情報が一部重複いたしますが、ご参考までに Eco-CRIP 事業案内取り組まれた事業所の  

成果、エコアクション２１の効果事例パンフレット（当会作成）を裏面に掲載いたします。 

 

 

 

mailto:ea21nasa@valley.ne.jp
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主催 ： （一社）長野県産業環境保全協会 

後援 ： 長 野 県 

協賛 ： 長 野 県 電 子 工 業 技 術 研 究 会 
（長野県工業技術総合センター 精密・電子・航空技術部門内）  

人は、多くの化学物資を作り出し、それらを様々な分野で活用し、快

適で便利な生活を享受しています。しかし、これらの中には、人や生態

系（環境）へ悪影響を及ぼすものもあります。世界的な化学物資規制の

端緒は、1992 年のリオ宣言「化学物質を安全に使用するための予防的

取り組み方法に留意して、透明性のある科学的根拠に基づいたリスク評

価手順を用いて、2020年までに全ての化学物質が人の健康や環境への

影響を最小にする方法で生産・利用されること」にあり、欧州（ＥＵ）から

規制（ＥＵ ＲｏＨＳ指令、ＲＥＡＣＨ規制等）が始まり、今や世界各国で同

じように行われるようになりました。 

 これらの規制状況は時事刻々変化致しますので、当会では、この分野

の第一人者である松浦哲也先生を講師に毎年お招きし、ある程度知見

のある方を想定した研修会を開催して参りましたが、基礎的部分も知りた

いと要望がございました。そこで昨年同様に、例えば、来年施行予定の

EEU（the Eurasian Economic Union ：ユーラシア経済連合での） 

RoHS 等の最新情報提供や個別相談会を行う中上級研修コース日ほか

基礎的なお話をするコース日も新たに設けました。 

つきましては、プログラム等をご参照の上、最新の動向を知りたい方、

課題を解決したい方及び基礎固めをしたい方などのご参加をお待ち申

し上げております。 

製品含有化学物質規制対応 

研 修 会 開 催 案 内 

   参加のおすすめ 
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１． とき 

コース 開  催  日 時     刻 

①基礎的コース 平成２９年９月１３日(水) 午後１時２０分～午後５時１５分頃 

②中上級コース 
平成２９年９月１４日(木) 

午前１０時～午後３時 

③個別相談会 午後３時～ 

 

２． ところ 

岡谷市 長野県工業技術総合センター 精密・電子・航空技術部門  

コース 部  屋 

①基礎的コース及び②中上級コース ４階 講堂 

③個別相談会 ４階 第一教室 

                        

３．内容   

  ①基礎的コース（平成２９年９月１３日(水) 午後１時２０分～午後５時１５分頃） 

（休憩は講師の指示により適宜とります。） 

 

○化学物質管理の背景と歴史 

 

○製品含有化学物質管理の基礎知識 

 

○法令対応  ・押さえておきたい法規制（RoHS、REACH、包装材等各種規制の概要） 

  

   ○管理体制  ・管理の考え方  ・化学物質混入はどのような時に起きるか 

  

   ○情報伝達  ・顧客要求への対応 

  

  ○質疑応答 

 

②中上級コース（平成２９年９月１4日(木) 午前１０時～午後３時） 

（休憩は講師の指示により適宜とります。） 

 

○化学物質規制の基礎 

 

○化学物質の規制法の欧米アジアの規制概要 

・物質の登録義務 

・認可と制限の義務 

・成形品の義務と CLS の分母 

・国連 GHS 

・各国で異なる GHS 



 

- 7 - 

 

○アセアンの規制の概要 

 

○製品含有化学物質規制法の概要 

・EU RoHS指令 

・中国 RoHS（II)管理規則（弁法） 

・EU以外の RoHS法の動向 

・IEC62321(測定法)の概要 

 

○サプライチェーンマネジメントの進め方 

 

○質疑応答 

 

③個別相談会は講義終了後に当日受付順に行います。 

（平成２９年９月１4日(木) 午後３時〜        ） 

４．講師 （一社）産業環境管理協会 技術参与 松 浦  徹 也 氏 

 

５．定員   

 

 

  ＊１３日と１４日の参加者人数の和が４０名以上にならない場合は中止します。 

   中間判断日８月２５日頃の予定 ホームページ上で受付状況随時公開します。 

   （２５日以前でも開催が決まり次第受講票及び請求書は順次お送り致します。） 

 

５．受講料（テキスト代、消費税を含みます。）                    

 13日のみ 14日のみ 13日･14日（2日） 

当協会 会員（白色の開催案内） 12,000 円 12,000 円 21,600 円 

その他 当協会員外（水色開催案内 15,000 円 15,000 円 27,000 円 

 上記には昼食代は含みません｡今回昼食の斡旋は致しませんので、各自ご用意願います。 

  (隣接地にスーパー等あるため斡旋致しませんので、ご容赦ください。)、 

【支払方法】 

 （１）開催が決まり次第、請求書及び受講票を郵送致しますので、開催日までにご入金願

います。（会社の支払い規定により、払い込みできない場合は別途メール等でお知ら

せください。また、＊参加取り消しタイムリミットは 9月 8日正午となります。それ

以後の取り消しについては、一定額をご請求致します。(前日及び当日（欠席含む）

では全額となります。)（８(午後)～11日一律受講料の 7割、12日～当日受講料の全額） 

   受講料は原則銀行振り込みでお願い致します。 

 

平成２９年９月１３日(水)     ５０名 （最少催行人数設定あり＊） 

平成２９年９月１4日(木)  ５０名 （最少催行人数設定あり＊） 



 

- 8 - 

６．申込締切日   平成２９年９月８日（金）午後５時（必着のこと） 

７．申し込み方法 

 下記申込書を FAX（026-228-5872）でお送りいただくかメール（ea21nasa@valley.ne.jp）でお申込み

ください。（協会宛に郵送していただいても結構です。） 

（〒380-0936 長野市大字中御所字岡田 131-10 長野県中小企業会館 5階（一社）長野県産業環境保全協会 研修会係へ）  

 

平成２９年  月  日 

 

製品含有化学物質規制対応研修参加申込書 

                                     ８ 

 （一社）長野県産業環境保全協会 御中 

                 企業・団体名                    

               所在地 〒                     

               Tel           Fax            

E-mail          ＠            

参加日に〇印を入れてください。 

所属・役職名 参加者氏名 １３日 １４日 １４日個別相談会 

     

     

     

 

＊請求書及び受講票送付先についてご記入ください。 

 

 送付先部課名             担当者名                 

 
連絡特記事項                                           

 

                                          

 

８.有意義な研修会にするため事前に知りたいこと及び講演内容等に要望がありましたら、Ｆａｘ、

郵便または e-mailで所属名明記の上当協会、講習会係りまでお送りください。 

Fax：026-228-5872   e-mail：ea21nasa@valley.ne.jp 

住所：長野市中御所岡田 131-10    （社）長野県産業環境保全協会 講習会係 

 

９．会場の案合図は紙面の都合上から付けませんのでご容赦ください。 

（受講票にはお付けいたします。） 

 参考 岡谷市 長野県工業技術総合センター 精密・電子・航空技術部門 アクセス 

    http://www.gitc.pref.nagano.lg.jp/seimitsu/map1.html 

    カーナビ用電話番号 0266－23-4000 

mailto:ea21nasa@valley.ne.jp
http://www.gitc.pref.nagano.lg.jp/seimitsu/map1.html
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本年度標記国家試験は、下記の日程で実施されます。 

詳細は（一社）産業環境管理協会ホームページでご確認願います。また、同ページから

インターネットを使って申し込みができます。

(http://www.jemai.or.jp/polconman/examination/application.html) 

「＊申込フォーム」が用意されていますのでそれにしたがってください。 
 

○ 申込締切日 

７月３１日(月) １７時  

  (受付期間7月３日（月）９：００～7月３１日(月)１７：００) 

 

〇 試験日 

平成２９年１０月１日(日) 

 

試験区分に関係無く同じ日です(年一回です)。（騒音・振動関係、大気関係、特定・一

般粉じん関係、ダイオキシン類関係、主任管理者、水質関係） 

 

○ 合格発表（予定） 

平成２９年１２月１５日（金） 合格証書又は科目別試験結果の通知が送付されます。 

（官報公示後、http://www.jemai.or.jp/で公開) 

 

●受験案内書(冊子)及び願書(紙ベース)を希望される場合 

 （１）経済産業局、県庁、長野市、松本市の環境部署へお問い合わせください。 

 

（２）郵送を希望される場合 

  ＊住所氏名を明記し、送料分の郵便切手を貼った「角２号（Ａ４サイズの入る大き

さ）の返信封筒」及び「必要部数を記したメモ」を同封し下記へ請求願います。 

 

◇請求先 

 〒１０１－００４４ 東京都千代田区鍛冶町２－２－１ 

           三井住友銀行神田駅前ビル６階 

           （一社）産業環境管理協会 公害防止管理者試験センター 

 

◇ 送料区分 

部 数 １ ２ ３～４ ５～９ 

送料（円） １４０ ２０５ ２５０ ３８０ 

＊ １０部以上は料金着払い宅配便になります。（連絡のこと） 

＊ インターネット申込の場合は、案内書はＨＰ上で、ＰＤＦ版で公開されていますので

冊子等の取り寄せの必要はありません。 

http://www.jemai.or.jp/
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『省エネ ＝ ムダ取り ＝ 経営改善』 

小林技術士事務所 小林和男 

 

省エネ対策は設備投資や人材確保などが必要と思われ、中小企業にとっては「省エネはコストが

かかる」「省エネは儲けにならない」「省エネは大企業がやることだ」というイメージがあるようで

す。 

 しかし、従来からの企業の活動は、５Ｓや品質Ｑ、価格Ｃ、納期Ｄの各項目が重視されています

が、これらに省エネの視点を追加することで、コストダウン、収益増などに寄与するといった経営

改善効果が期待できます。まさに省エネの本質は「経営改善」にあると言えます。 

 さて、省エネには大きく分けて熱と電気の２つがありますが、ここでは電気の省エネについて説

明します。省エネの進め方は、エネルギー使用状況の把握、目標の設定、改善活動、効果の確認と

なり、良く聞くＰＤＣＡサイクルです。 

エネルギー使用状況の把握の一例を下図に示します。図のようにグラフにしてみると良く分かり

ます。一年間のエネルギー使用状況を夏季、中間期、冬季の平均的な一日の消費電力の時刻別電力

使用状況を把握します。着眼点は３か所で、ピーク電力の発生時刻、ピーク電力の季節変動、夜間

の消費電力です。これらの値を把握し分析することにより省エネ対策が見えてきます。このような

グラフを是非作成してみてください。これらの値を小さくすることが省エネ＝ムダ取りです。省エ

ネ対策は一時的な取組ではなく、継続的な取組をすることが重要です。今後省エネへの取組が推進

されることを期待します。 

 

図 時刻別電力使用状況グラフの一例 

省エネコラム 







３月27日～７月11日

３月

２７日 労働安全衛生法第五十七条の四第三項の規定に基づき新規化学物質の名称を公表する件

（厚生労働八五、八六）

化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第二条第二項各号又は第三項各号のいずれにも該当

しないと認められる化学物質その他の同条第五項に規定する評価を行うことが必要と認められない

ものとして厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣が指定する化学物質を定める件

（厚生労働・経済産業・環境一）

２８日 電気事業法第七十四条の規定に基づき登録安全管理審査機関の審査の業務の一部をする届出が

あった件（経済産業五一～五三）

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令

の施行に伴う経済産業省関係告示の整理に関する告示（同五四）

水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法の一部を改正する件

（厚生労働八七）

電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令の一部を改正する省令

（経済産業二四）

エネルギー供給業者による非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進

に関する法律施行規則の一部を改正する省令（同二五）

２９日 労働安全衛生規則等の一部を改正する省令（厚生労働二九）

労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令（六〇）

湖沼水質保全特別措置法施行規則及び絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行

規則の一部を改正する省令（環境四）

３０日 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第十一条の規定に基づき優先評価化学物質の指定を

取り消した件（厚生労働・経済産業・環境二）

エネルギーの使用の合理化等に関する法律施行規則の一部を改正する省令（経済産業二九）

容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十一条第二項第一号に規定する主務

大臣が定める比率の一部を改正する件（財務・厚生労働・農林水産・経済産業・環境三）

容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十一条第二項第二号イに規定する主務

大臣が定める比率の一部を改正する件（同四）

容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十一条第二項第二号ロに規定する主務

大臣が定める率の一部を改正する件（同五）

容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十一条第二項第二号ニに規定する主務

大臣が定める量の一部を改正する件（同六）

容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十三条第二項第三号に規定する主務

大臣が定める量の一部を改正する件（同七）

環　境　法　令　改　正　情　報
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３０日 工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関する事業者の判断の基準を定めた件の一部を改正

する件（経済産業六四）

電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第十二条第二項の規定に基づき

納付金単価を定める告示の一部を改正する件（同六五）

再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行令第三条第一項及び電気事業者による再生

可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行規則第二十一条第二号、第二十二条、

第二十六条第三項、附則第十二条及び附則第十三条第二項の規定に基づき、回避可能費用単価等を

定める告示の一部を改正する件（同六六）

電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行規則附則第九条の規定に

よりなおその効力を有することとされる同法施行規則附則第八条の規定による廃止前の電気事業

者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法施行規則第三条第二項の規定に基づき、平成

二十九年度以降の経済産業大臣が定める量を定める件（同六七）

容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十二条第二項第二号ニに規定する主務

大臣が定める量の一部を改正する件（経済産業・環境三）

３１日 温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令の一部を改正する命令（内閣府・総務・法務・外務

・財務・文部科学・厚生労働・農林水産・経済産業・国土交通・環境・防衛一）

容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則の一部を改正する省令（財務・

厚生労働・農林水産・経済産業・環境一）

工業用水道事業法施行規則の一部を改正する省令（経済産業三一）

エネルギーの使用の合理化等に関する法律施行規則の一部を改正する省令（同三四）

容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第七条第一項の規定に基づき、平成

二十九年度以降の五年間についての分別基準適合物の再商品化に関する計画を定める件（財務

・厚生労働・農林水産・経済産業・環境八）

容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則第七条の三第二号に規定する

主務大臣が定める単価の一部を改正する件（同九）

容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第二条第六項の規定に基づき主務

大臣が指定する保管施設を指定した件（同一〇）

化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定め

る政令第一項の規定によりなお従前の例によるものとされた化学物質の審査及び製造等の規制に関

する法律の一部を改正する法律による改正前の化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第四

条第三項の規定に基づき、同条第一項第三号に該当するものであると判定した新規化学物質として

厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣が公示する化学物質の名称の一部を改正した件

（厚生労働・経済産業・環境三）

化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の一部を改正する法律第二条の規定による改正前の

化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第二条第五項の規定により指定した第二種監視化学

物質の名称を公示する件の一部を改正した件（同四）

Furukoshi-EA21
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３１日 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行規則の一部を改正する

省令附則第七条第二号及び第四号の規定に基づき、経済産業大臣が別に告示する一般送配電事業者

及び再生可能エネルギー発電設備の種類を定める件（経済産業九〇）

調整後温室効果ガス排出量を調整する方法を定める件の一部を改正する件（経済産業・環境四）

温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令の規定に基づき、特定排出者コード、都道府県

コード及び事業コードの欄に番号を記載する方法を定める件の一部を改正する件（同五）

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第七条第十四号ハの規定に基づき、次の区域を指定する

件（環境三五）

土壌ガス調査に係る採取及び測定の方法を定める件の一部を改正する件（同三六）

４月

３日 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第二条第五項の規定に基づき優先評価化学物質として

指定した件（厚生労働・経済産業・環境五）

化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第二条第五項の規定に基づき指定をした優先評価化学

物質の指定を取り消した件（同六）

４日 自然公園法第二十二条第三項第二号の規定に基づき、環境大臣が指定する区域及びその区域ごとに

指定する動植物を定める件の一部を改正する件（環境三八）

５日 特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律第二十条第一項の規定に基づく登録特定原動機検査

機関の登録の更新に関する件（経済産業・国土交通・環境二七）

特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律第二十七条において準用する同法第二十条第一項

の規定に基づく登録特定特殊自動車検査機関の登録の更新に関する件（同二八）

使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する基本方針の変更の件（経済産業・環境六）

11日 粉じん障害防止規則及びじん肺法施行規則の一部を改正する省令（厚生労働五八）

食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件（厚生労働一七六）

18日 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第七条第十項の規定に基づき、

指定入札機関を指定した件（経済産業一〇二）

26日 水産動植物の被害防止に係る農薬登録保留基準の一部を改正する件（環境四一）

水質汚濁に係る農薬登録保留基準の一部を改正する件（同四二）

２７日 特定化学物質障害予防規則等の一部を改正する省令（厚生労働六〇）

特定化学物質障害予防規則の規定に基づく厚生労働大臣が定める性能等の一部を改正する告示

（厚生労働一八六）

28日 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十五条の五第一項に規定する廃棄物処理センターを指定した

件（環境四三）

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令（環境八）

http://kanpou.npb.go.jp/20170411/20170411g00078/20170411g000780001f.html
http://kanpou.npb.go.jp/20170411/20170411g00078/20170411g000780013f.html
http://kanpou.npb.go.jp/20170418/20170418h07001/20170418h070010006f.html
http://kanpou.npb.go.jp/20170426/20170426h07007/20170426h070070006f.html
http://kanpou.npb.go.jp/20170426/20170426h07007/20170426h070070006f.html
http://kanpou.npb.go.jp/20170427/20170427g00092/20170427g000920001f.html
http://kanpou.npb.go.jp/20170427/20170427g00092/20170427g000920013f.html
http://kanpou.npb.go.jp/20170428/20170428h07009/20170428h070090007f.html
http://kanpou.npb.go.jp/20170428/20170428g00093/20170428g000930005f.html
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５月

１６日 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律第四条第一項の規定の

承認の件（文部科学・環境一）

19日  土壌汚染対策法の一部を改正する法律（三三）

 22日  海域が該当する水質汚濁に係る環境基準の水域類型の指定に関する件の一部を改正する件

（環境四七）

 23日  廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十五条の四の四第一項の産業廃棄物の無害化処理に係る認定

の申請があった件（環境四八、四九）

 24日 生物の多様性に関する条約の遺伝資源の取得の機会及びその利用から生ずる利益の公正かつ衡平な

配分に関する名古屋議定書（一〇）

30日  生物の多様性に関する条約の遺伝資源の取得の機会及びその利用から生ずる利益の公正かつ衡平な

配分に関する名古屋議定書の日本国による受諾に関する件（外務一七七）

電気事業法第五十七条の二第一項の登録調査機関として登録の更新をした件（同一三二）

６月

１日 電気事業法第五十七条の二第一項の登録調査機関として登録をした件（経済産業一三四）

電気事業法の規定に基づく主任技術者の資格等に関する省令第一条の三の規定に基づき、学校の認

定を取り消した件（同一三五、一三六）

海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律に基づく登録確認機関の代表者の氏名を変更する件

（海上保安庁一九）

海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律に基づく登録確認機関が確認業務を行う事業場の名称

変更の件（同二〇）

２日  絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律の一部を改正する法律（五一）

７日 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の一部を改正する法律（五三）

平成二十八規制年度における特定物質の生産量及び消費量並びに輸入量及び輸出量の算定値の

実績を告示する件（経済産業一四二）

９日 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律に基づく第一種使用

規程の承認をした件（農林水産・環境三）

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令（環境一〇）

金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める省令の一部を改正する省令（同一一）

一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令の一部を

改正する省令（同一二）

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令附則第二条第二項の規定による

届出に関する省令（同一三）

http://www.npb.go.jp/ja/today_kanpou/20170516/20170516g00102/20170516g001020001f.html
http://www.npb.go.jp/ja/today_kanpou/20170519/20170519g00105/20170519g001050016f.html
http://www.npb.go.jp/ja/today_kanpou/20170607/20170607h07034/20170607h070340002f.html
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９日 水銀処理物に含まれる水銀等の検定方法（環境五一）

９日 金属等を含む廃棄物の固型化に関する基準の一部を改正する件（同五二）

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第一条第二項及び第四項並びに第一条の二第十五項

の規定に基づき環境大臣が定める方法の一部を改正する件（同五三）

産業廃棄物に含まれる金属等の検定方法の一部を改正する件（同五四）

特別管理一般廃棄物及び特別管理産業廃棄物の処分又は再生の方法として環境大臣が定める方法

の一部を改正する件（同五五）

特定家庭用機器一般廃棄物及び特定家庭用機器産業廃棄物の再生又は処分の方法として環境大臣

が定める方法の一部を改正する件（同五六）

水銀使用製品産業廃棄物等から水銀を回収する方法を定める件（同五七）

１２日 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則等の一部を改正する省令等の一部を改正する省令

（環境一四）

海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令第五条第一項に規定する埋立場所等に

排出しようとする金属等を含む廃棄物に係る判定基準を定める省令の一部を改正する省令（同一五）

１３日 特別管理一般廃棄物等を処分又は再生したことにより生じた廃棄物の埋立処分に関する基準の

一部を改正する件（環境五八）

１４日 毒物及び劇物指定令の一部を改正する政令（一六〇）

１６日 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律（六一）

特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律の一部を改正する法律（六二）

２３日 水銀に関する水俣条約（一八）

水銀に関する水俣条約の効力発生に関する件（外務二二〇）

食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件（厚生労働二二六）

２７日 労働安全衛生法第五十七条の四第三項の規定に基づき新規化学物質の名称を公表する件

（厚生労働二三一）

３０日 特定悪臭物質の測定の方法の一部を改正する件（環境五九）

７月

４日 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律附則に基づく相当指定を

した件（同六六七）

６日 国際貿易の対象となる特定の有害な化学物質及び駆除剤についての事前のかつ情報に基づく

同意の手続に関するロッテルダム条約への締約国の追加に関する件（外務二三五）

残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約への締約国の追加に関する件（同二三六）

有害廃棄物の国境を越える移動及びその処分の規制に関するバーゼル条約への締約国の追加

に関する件（同二三七）

＊詳細については、所管省庁のホームページで確認してください。
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環境法令の法改正動向の情報について 

 

４月から６月中に公布された環境法令等で環境省が報道発表した内容を紹介しま

す。詳細については、環境省ホームページで確認してください。 

 

１ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令（４月28日公布） 

（１）改正の趣旨  

＜様式について＞ 

  産業廃棄物収集運搬業許可申請、同更新許可申請、同事業範囲変更許可申請、特別管理産業

廃棄物収集運搬業許可申請、同更新許可申請、同事業範囲変更許可申請（以下「許可申請」と

いう。）の添付書類については、平成18年３月31日付け環廃産発060331001号本職通知「「規制

改革・民間開放推進３か年計画」（平成17年３月25日閣議決定）において平成17年度中に講ず

ることとされた措置（廃棄物処理法の適用関係）について（通知）」において、その様式を示

していますが、都道府県等によっては、当該様式を一部変更している場合等があります。当該

添付書類の様式を統一するために、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則（昭和46年厚

生省令第35号。以下「廃棄物処理法施行規則」という。）において様式第６号の２として定め

ることとしました。 

 ＜変更届出について＞ 

  産業廃棄物収集運搬業者若しくは産業廃棄物処分業者又は特別管理産業廃棄物収集運搬業者

若しくは特別管理産業廃棄物処分業者（以下「産業廃棄物処理業者等」という。）は、名称、

役員などを変更したときは、「変更の日から10日以内」に都道府県知事又は政令市長に届け出

る必要があります。産業廃棄物処理業者等又は産業廃棄物処理施設設置者は、変更届出におい

て、氏名又は名称の変更の場合には、法人にあっては登記事項証明書の添付が必要であるとと

もに、役員の変更の場合にも、法人にあっては登記事項証明書の添付を求めている実態があり

ます。 

  一方、登記事項証明書の交付の前提となる変更登記については、変更から２週間以内に変更

の登記をすることとなっており（会社法（平成17年法律第86号）第915条）、変更登記の標準処

理期間は、申請書の提出から即日ないし10日程度とされています。 

 したがって、法人の場合において、登記事項証明書の添付を要する変更届出については、「変

更の日から10日以内」とする提出期限を超過する可能性があるため、所要の改正を行うことと

しました。 
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（２）改正の内容 

  ＜様式について＞ 

  許可申請の添付書類につき、事業計画の概要を記載した書類（廃棄物処理法施行規則第９条

の２第２項第１号）、事業の用に供する施設（同項第２号）、当該事業の開始に要する資金の

総額及びその資金の調達方法を記載した書類（同項第５号）、申請書が個人である場合には、

資産に関する調書（同項第７号）、申請者が法第14条第５項第２号イからヘまでに該当しない

者であることを誓約する書面（同項第10号）に係る様式を定めること。（廃棄物処理法施行規

則第９条の２第３項、様式第６号の２、第10条の４第５項、第10条の９第２項、第10条の12第

２項、第10条の22第２項、第11条第８項） 

 ＜変更届出について＞ 

  産業廃棄物収集運搬業変更届、特別管理産業廃棄物収集運搬業変更届、産業廃棄物処分業変

更届及び特別管理産業廃棄物処分業変更届（以下「産業廃棄物処理業等変更届出」という。）

並びに産業廃棄物処理施設変更届出について、役員の変更の場合に、法人にあっては、登記事

項証明書の添付を定めるとともに、産業廃棄物処理業等変更届出について、法人にあって登記

事項証明書の添付を必要とする場合には、その期限を30日以内とすること。（廃棄物処理法施

行規則第10条の10第２項第３項、第10条の23第２項第３項、第12条の10の２第２項）  

（３）施行期日 

様式については平成29年10月１日。 

変更届出については平成29年５月15日。 

 

２ 新用途水銀使用製品の製造等に関する命令の一部を改正する命令（４月28日公布） 

（１）改正の趣旨 

   新用途水銀使用製品の製造等に関する命令（平成27年内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚

生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第２号）（以下「新用途水銀使用製品

命令」という。）は、水銀による環境の汚染の防止に関する法律（平成27年法律第42号）（以下「水

銀汚染防止法」という。）第13条並びに第14条第１項及び第２項の規定に基づき、既存の用途に利

用する水銀使用製品（以下「既存用途水銀使用製品」という。）を定め、これ以外の水銀使用製品

（「新用途水銀使用製品」）を製造・販売する場合の事業者による評価の方法、事業所管大臣への

評価結果等の届出の手続等を定めています（平成27年12月７日公布、水銀汚染防止法の施行の日に

施行予定）。 今回、同命令第２条に基づく別表に定める既存用途水銀使用製品に、３製品を追加

する改正を行いました。 

（２）改正の内容 
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   新用途水銀使用製品命令第２条に基づく別表に定める既存用途水銀使用製品に、「水銀トリム・

ヒール調整装置」、「差圧式流量計」及び「傾斜計」を追加しました。 

（３）施行期日 

   平成29年４月28日 

 

３ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令等（６月９日公布） 

（１）改正の趣旨 

   「水銀に関する水俣条約」による水銀廃棄物の環境上適正な管理を確保するため、廃棄物

の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令（平成27年政令第376号）において

整備された規定に基づき、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則（昭和46年厚生省令

第35号）等について、所要の改正を行うものです 

（２）改正の概要 

  ① 特別管理一般廃棄物又は特別管理産業廃棄物の処分基準の追加 

  ② 廃水銀等の硫化施設の産業廃棄物処理施設への追加 

③ 水銀使用製品産業廃棄物及び水銀含有ばいじん等に係る処理基準の追加 

  ④ 従来の水銀を含む特別管理産業廃棄物に係る処理基準の追加 

  ⑤ 最終処分場の維持管理基準及び廃止基準の追加 

（３）施行期日 

  平成29年10月１日 

 

４ 「特定悪臭物質の測定の方法」の一部を改正する告示（６月 30日公布） 

（１）改正の趣旨 

   特定悪臭物質のうちアンモニアについて測定が可能な分析手法を新たに追加するため、悪

臭防止法施行規則第５条の特定悪臭物質の測定方法について定めた告示の、一部を改正する

告示が本日公布・施行されました。 

（２）改正の概要 

  アンモニアの測定方法（別表第１）のうち、敷地境界線における濃度の測定について、日本

工業規格Ｋ００９９（※）に定める方法（イオンクロマトグラフ法）を新たに追加する。 

（※）日本工業標準化調査会ホームページ（http://www.jisc.go.jp/）にて閲覧が可能。 

ただし、以下の点について留意すること。 

○ 試料の捕集において、10Ｌ/minの一定流量で通気することが望ましいが、ガラスろ過板の目

http://www.jisc.go.jp/
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詰まりその他のやむを得ない理由により、10Ｌ/minの一定流量で通気することが困難であり、

かつ、分析感度に十分余裕がある場合には、若干低い流量で通気しても差し支えない。 

○ 試料の採取において、試料の水分が少なく、吸着の恐れがないと考えられる場合には、試料

採取用ポンプ（※１）及び試料採取袋（※２）を用いて、試料採取用ポンプと試料採取袋をシ

リコンゴム管で接続して試料ガスを採取する操作により、いったん試料採取袋に試料ガスを採

取しても差し支えない。この場合は、試料採取袋に採取した試料ガスを、可及的速やかに、試

料捕集装置（※３）を用いて、10Ｌ/minで５分間大気を吸引し（※４）捕集溶液中に試料を捕

集すること。 

※１ 10Ｌ/min以上の大気を吸引する能力を有し、かつ、試料ガスの通過部分が交換可能であ

るもの。 

※２ ポリふっ化ビニルフィルム製、ポリエステル（化合物名ポリエチレンテレフタラート）

フィルム製又はこれらと同等以上の保存性能を有する樹脂フィルム製で、内容積が50Ｌ程

度のもの。 

※３ 試料捕集装置は、告示別表第１の２の（１）に示すものであって、告示別表第１の別図

に掲げる構成のものとする。 

※４ 10Ｌ／minの一定流量で通気することが困難である場合には、低い流量で通気しても差し

支えないものとする。 

（３）施行日 

  平成29年６月30日  
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イベント案内  

☆ 信 州 環 境 フ ェ ア ２ ０ １ ７  

 趣  旨  県 民 ・ Ｎ Ｐ Ｏ ・ 事 業 者 ・ 行 政 が 、 手 を 取 り 合 っ て 、 地 球 温 暖 化  

防 止 や 省 エ ネ ル ギ ー な ど の 環 境 保 全 の 取 組 を 推 進 し 、 持 続 可 能  

な 社 会 を 構 築 す る 契 機 と す る 。  

 日  時  2 0 1 7年 ７ 月 2 9日 （ 土 ） 1 0 : 0 0～ 1 7 : 0 0  

3 0日 （ 日 ） 1 0 : 0 0～ 1 6 : 0 0  

 会  場  長 野 市 ビ ッ グ ハ ッ ト （ 若 里 多 目 的 ス ポ ー ツ ア リ ー ナ ）  

 主  催  信 州 環 境 フ ェ ア 実 行 委 員 会  

 入 場 料  無 料  

 イ ベ ン ト  【 会 場 内 】企 業 ・ 団 体 ・ 学 校 の 展 示 ブ ー ス 、フ リ ー マ ー  

ケ ッ ト 、エ コ ク ラ フ ト 、ス テ ー ジ イ ベ ン ト 等  

      【 屋  外 】 エ コ カ ー の 試 乗 コ ー ナ ー 等  

 問 い 合 わ せ 先  信 州 環 境 フ ェ ア 実 行 委 員 会 事 務 局  

℡ 0 2 6 - 2 3 6 - 3 3 5 5（ 信 濃 毎 日 新 聞 社  開 発 部 内 ）  

 

☆ 青 少 年 の た め の 科 学 の 祭 典 2017長 野 大 会  

 趣  旨  青 少 年 に 対 し て 実 験 や 体 験 、創 造 を 通 し て 科 学 技 術 へ の 興  

味 を 育 む 橋 渡 し 。  

 日  時  2 0 1 7年 ８ 月 ５ 日 （ 土 ） 1 0 : 0 0～ 1 6 : 0 0  

６ 日 （ 日 ） 1 0 : 0 0～ 1 6 : 0 0  

 会  場  信 州 大 学 教 育 学 部 （ 長 野 市 西 長 野 ６ － ロ ）  

 主  催  「 青 少 年 の た め の 科 学 の 祭 典 」 2 0 1 7長 野 大 会 実 行 委 員 会  

     公 益 財 団 法 人 日 本 科 学 技 術 振 興 財 団 ・ 科 学 技 術 館  

 入 場 料  無 料  

 内  容  実 験 体 験 、 も の づ く り 体 験 、 展 示 、 施 設 見 学 等  

     ＊ 当 協 会 は 、「 水 の 汚 れ を 食 べ る 微 生 物 を 見 て み よ う 」 の  

テ ー マ で 、排 水 の 汚 れ を 浄 化 す る 微 生 物 の 働 き を 学 ぶ 体  

験 展 示 を 出 展 し ま す 。  

 問 い 合 わ せ 先  長 野 大 会 実 行 委 員 会 事 務 局  

℡ 0 2 6 - 2 3 8 - 4 1 7 1（ 信 州 大 学 教 育 学 部 も の づ く り ・ 技 術 教 育  

コ ー ス  西 正 明 ）  
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協会実施・参加事業報告  

☆ 長 野 し ん き ん ビ ジ ネ ス フ ェ ア ２ ０ １ ７ に 出 展 し ま し た ！  

 日  時  ５ 月 1 0日 （ 水 ） 1 0 : 0 0～ 1８ : 0 0  

 会  場  長 野 市 ビ ッ グ ハ ッ ト （ 若 里 多 目 的 ス ポ ー ツ ア リ ー ナ ）  

 主  催  長 野 信 用 金 庫  

 概  要  ブ ー ス を 設 置 し 、協 会 主 要 事 業 の 環 境 マ ネ ジ メ ン ト シ ス テ  

ム「 エ コ ア ク シ ョ ン ２ １ 」を Ｐ Ｒ す る と と も に 、北 信 地 区  

の エ コ ア ク シ ョ ン ２ １ 審 査 人 の 協 力 で 、フ ェ ア 参 加 企 業 へ  

の 個 別 勧 誘 を 行 い ま し た 。  

主 催 者 発 表 で は 、過 去 最 多 の ２ ７ ５ 社・団 体 が 出 展 し 、約  

２ ６ ０ ０ 人 が 来 場 し ま し た 。  

 

☆ エ コ ア ク シ ョ ン ２ １ セ ミ ナ ー を 開 催 し て い ま す ！  

 【 終 了 】  

  伊 那 会 場  ６ 月 ６ 日 （ 火 ）  参 加 者 ： ５ ５ 人  

  松 本 会 場  ６ 月 2 1日 （ 水 ）  参 加 者 ： ３ １ 人  

  上 田 会 場  ７ 月 ５ 日 （ 水 ）  参 加 者 ： ４ ５ 人  

 【 予 定 】  

  長 野 会 場  ７ 月 1 9日 （ 水 ）  定 員 ： ４ ０ 人  

        1 3 : 3 0～ 1 5 : 5 0  長 野 市 芹 田 公 民 館（ 長 野 市 大 字 若 里 2 - 8 - 8） 

 

☆ 平 成 ２ ９ 年 度 環 境 保 全 基 礎 研 修 会 を 開 催 し ま し た ！  

 日 時 ・ 会 場  岡 谷 会 場 （ 岡 谷 市 ）  参 加 者 ： １ １ 人  

６ 月 1 3日 （ 火 ）・ 1 4日 （ 水 ）  

        長 野 県 工 業 技 術 総 合 セ ン タ ー 精 密 ･電 子 技 術 部 門  

       長 野 会 場 （ 長 野 市 ）  参 加 者 ： １ ７ 人  

６ 月 2 8日 （ 水 ）・ 2 9日 （ 木 ）  

長 野 県 中 小 企 業 会 館  

 概 要  各 会 場 と も 当 会 の 技 術 専 門 委 員 、環 境 ア ド バ イ ザ ー が 講 師 を

務 め 、環 境 法 規 制 、環 境 科 学 基 礎 、環 境 保 全 技 術 、環 境 マ ネ ジ

メ ン ト シ ス テ ム 等 の 企 業 の 事 業 執 行 に 関 わ る 環 境 保 全 の 基 礎

を 研 修 し ま し た 。  
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Ｎｏ． 事　業　者　名 所在地

1 株式会社メディカルサービス松本 塩尻市

2 有限会社コイケ精工 上伊那郡箕輪町

3 株式会社タナカ電子産業 上伊那郡箕輪町

4 株式会社ミコマ技研 駒ヶ根市

5 株式会社小野製作所 岡谷市

6 株式会社杉山 岡谷市

7 株式会社セルコ 小諸市

8 株式会社ショーデン 長野市

9 南信環境管理センター株式会社 上伊那郡箕輪町

10 電算印刷株式会社 松本市

11 カイシンエレクトロニクス株式会社 長野市

12 株式会社光商会 木曽郡木曽町

13 株式会社クオン電子 松本市

14 信光工業株式会社 長野市

15 有限会社トモエ自動車商会 伊那市

16 太陽精工株式会社 茅野市

17 株式会社ハヤシテクノ 上伊那郡箕輪町

18 株式会社湯浅産業 大町市

19 株式会社創和 諏訪郡下諏訪町

20 有限会社湯本紙器製作所 中野市

21 有限会社笑栄システム 上伊那郡箕輪町

22 株式会社丸一パッケージ 下伊那郡松川町

23 株式会社サイトー 東御市

　　　　　　　エコアクション２１情報

　　平成２９年度中に認証・登録１０周年を迎える事業者一覧

　　　　（注）掲載順は、認証・登録日順。

　　☆　認証・登録１０周年を迎える事業者の皆様には、エコアクション２１中央事務局（一般

　　　財団法人　持続性推進機構（ＩＰＳｕＳ））から感謝状及び記念品が贈呈されます。

　　　　今秋（１１月予定）松本市内で開催するエコアクション２１の研修会に併せて贈呈させて　　　　　

　　　いただきます。日程等決まりましたら連絡の上、個別にご都合をお伺いします。

Furukoshi-EA21
タイプライター
-22-






